
 

凡例 

 ・水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

・土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林のうち、複層林施業を推進すべき森林のうち

複層林施業を推進すべき森林（択伐によるものを除く） 

・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

（災害の発生の恐れがある判断される森林） 

 ・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の 

うち、特に効率的な施業が可能な森林 

 

別図 


